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令和６年市議会５月臨時会議案 

所 管 番   号 案            件 

企 画 議案第３８号 知立市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条

例 

教 庶 議案第３９号 工事請負契約の締結について（校舎長寿命化改良工事）

 議案第４０号 令和６年度知立市一般会計補正予算（第２号） 

国 保 議案第４１号 令和６年度知立市国民健康保険特別会計補正予算（第１

号） 
 



議案第３８号 

 

   知立市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例    

 

 上記の議案を提出する。 

 

  令和６年５月１日提出 

 

知立市長 林  郁 夫  

 

   知立市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例 

 

 知立市個人番号の利用に関する条例（平成２７年知立市条例第３１号）の一部を

次のように改正する。 

 第２条に次の２号を加える。 

 (5) 特定個人番号利用事務 法第１９条第８号に規定する特定個人番号利用事務

をいう。 

 (6) 利用特定個人情報 法第１９条第８号に規定する利用特定個人情報をいう。 

 第４条第１項中「法別表第２の第２欄に掲げる事務」を「特定個人番号利用事務」

に改め、同条第３項中「法別表第２の第２欄に掲げる事務」を「特定個人番号利用

事務」に、「同表の第４欄に掲げる特定個人情報」を「利用特定個人情報」に改め、

同項ただし書中「当該特定個人情報」を「当該利用特定個人情報」に改め、同条第

４項中「前２項」を「第２項」に、「をした」を「ができる」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和６年５月２７日から施行する。 

 

提案理由 

 この案を提出するのは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律の一部改正に伴い必要があるからである。 

 



議案第３９号 

 

   工事請負契約の締結について 

 

 下記のとおり工事請負契約を締結するものとする。 

 

  令和６年５月１日提出 

 

知立市長 林  郁 夫  

 

記 

 

１ 工 事 名  校舎長寿命化改良工事 

２ 工 事 場 所  知立市 上重原町小針 地内 

３ 工事の概要  建築工事、電気設備工事、機械設備工事 

４ 請負契約金額 金３４１，０００，０００円 

５ 請負契約者  安城市三河安城南町１丁目１１－１０ 

植村産業株式会社 

代表取締役 植村 真一 

６ 契約の方法  一般競争入札 

 

提案理由 

 この案を提出するのは、猿渡小学校北棟校舎の長寿命化改良工事のため必要があ

るからである。 

 



事前公表 落札率 87.9 ％

令和　６年　４月２３日 執行

工 事 名

路線等の名称

工 事 場 所

入札書記載金額 評価点 評価値

310,000,000 112.500 1.279

345,000,000 116.000 1.185

落札者決定※　上記金額に１００分の１０に相当する金額を加算した金額が法令上の申込に係る価格である。

辞退野々山建設（株）　　

落札植村産業（株）　　

共和建設工業（株）　　

猿渡小学校北棟

知立市　上重原町小針　地内

金352,700,000円

備　考

入 札 執 行 調 書

校舎長寿命化改良工事

入 札 者 氏 名

入札書比較価格


